
表 紙主 な 内 容

　７月16日（木）、越知谷小学校で校内キ
ャンプが実施されました。
   台風の影響で、宿泊の予定が日帰りにな
り、夕食のカレー作りも野外ではなく屋内
で。しかし、児童たちは台風にも負けず元
気よく作業を開始。自分の役割以外にも、
進んで仕事を見つけて一生懸命手伝ってい
ました。もちろん、みんなで協力して作っ
たカレーの味は、心がこもって格別でした。

美味しくできたかな？
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越知谷小学校 校内キャンプでカレー作り
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第10回 

日　時　平成 27 年８月 1 日（土）　午後６時 30 分～

場　所　神崎小学校グラウンド

かみかわ夏まつり

・神崎保育園　鼓隊パレード / 太鼓演奏 / 灯ろう点灯式 / キッズダンス /
  カーミンダンス /　　　
  岸上成美さん歌 / ほっこり笑顔の上映
・盆踊り ( 大場いたるさんの歌声）
・打上花火 1,500 発（午後 8 時 30 分～）

●イベントの主な内容

★夜店　36店舗

　今年のかみかわ夏まつりは、神河町になってから 10 回目の開催になります。
10 周年を記念してステージイベントなど盛大に行います。
　皆さまのお越しをお待ちしております。

花火1,500発打上!!
　例年、1,000発の花火を打ち上げているところ、今年は夏ま
つり10周年を記念して例年の 1.5 倍の1,500 発の打ち上げ
を予定しています。
　子どもたちの思い出になるよう一発でも多く打ち上げたいと
思います。皆さまのご理解とご協力をお願いします。
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無料送迎バスについて

駐車場について

　当日、会場周辺はとても混み合います。
会場のすぐ近くで乗り降りできる無料送迎バスはたいへん便利です。ぜひご利用ください。
　なお、無料送迎バスをご利用いただいた皆さまには「お楽しみ抽選券」をお渡しし、抽選で商品
券や当日夜店で使える夜店券などステキなプレゼントをお贈りします。

コース
時　刻

コース
時　刻

往　路 復　路 往　路 復　路

越知谷
方面

作畑新田発
バス路線

小学校前・（株）堀口

17：40
↓

18：20

19：20
↓

20：00

22：10
↑

21：30

寺前方面
ピストン運行

役場前発
神崎支庁舎行き

18：00

18：20

18：40

19：00

19：20

19：40

20：00 19：30
19：50
20：10
20：30
20：50
21：10
21：30
21：50

大山方面
追上南発
バス路線

小学校前・（株）堀口

18：00
↓

18：20

19：40
↓

20：00

21：50
↑

21：30

南部方面

福山バス停発 17：50 19：30 22：00

上小田
方面

高倉発
（バス路線）

寺前駅経由

（バス路線）
神崎支庁舎

17：40
↓

18：10
↓

18：20

19：20
↓

19：50
↓

20：00

22：10
↑

21：40
↑

21：30

スパーク神崎前 17：55 19：35 21：55

しんこうタウン 17：57 19：37 21：53

新野駅 18：00 19：40 21：50

寺野姫宮神社 18：05 19：45 21：45

川上・
長谷方面

川上発
（バス路線）

寺前駅

（バス路線）
神崎支庁舎

17：40
↓

18：10
↓

18：20

19：20
↓

19：50
↓

20：00

22：10
↑

21：40
↑

21：30

白林陶芸館前 18：10 19：50 21：40

粟賀大橋東 18：15 19：55 21：35

神崎支庁舎 18：20 20：00 21：30

　車でお越しの方のために、臨時駐車場を会場周辺で約 1,030台分用意しています。
　また、今年は、駐車場の空き状況をリアルタイムで表示する HPを作成しました。携帯電話やパソコ
ンから下記のアドレス又は QRコードを読み込んでアクセスしていただきますと、空き状況を確認する
ことが出来ます。
　ぜひ、ご利用ください。

※このＨＰでは可能な限り正確な情報を掲載していますが
　必ずしも実際の状況と同じとは限りません。
　ご了承お願いします。

★ 混雑する場合、運行時間を若干、変更することがあります。ご了承ください。
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平成 27 年度 国 民 健 康 保 険 税

（※ 1）　県は市町の所得状況・医療費給付状況等から分賦金額を決定し、この金額を市町は県に毎年度納めます。
（※ 2）　県が市町へ分賦金の参考資料として示す税率です。市町はこれを参考に、平成30年度以降も地域の状況に合わせた税率を決定 
　　　  することになります。

（※ 3）　介護保険分は40歳以上65歳未満の方のみ。

軽減割合 所 得 基 準
７割軽減  　　　　  33 万円以下　　

５割軽減 　　　　　33 万円＋ 26 万円 ×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）以下　 　 （33 万円＋  24.5 万円）

２割軽減 　　　　　33 万円＋ 47 万円 ×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）以下　　　　　（33 万円＋ 45 万円）  

行
政
情
報

　平成 27 年度国民健康保険税の税率を下表のとお
り改正しました。
　今回の改正は、全体の保険税額は前年度並みとし、
医療給付に充てる「医療保険分」、後期高齢者医療
保険を支える「後期高齢者支援金分」、介護費に充
てる「介護保険分」のバランスを見直すことを主な
目的としています。
　また、平成 30 年度に国民健康保険の保険者が神
河町から兵庫県へ移行する予定となっており、広域
化に向けた改正も行うことにしました。移行後は保

◆ 国民健康保険税の税率を改正しました ◆
険者から町へ、保険税の算定根拠となる分賦金(※1)
が課せられます。分賦金は資産割を除く 3 方式で算
出されること ( 標準保険税率 ※ 2) や、後期高齢者
医療制度でも資産割が除かれていることから、神河
町でも段階的に資産割を縮小し、所得割を拡大する
方針です。

　なお、賦課限度額についても法律の改正に合わせ
て改正しましたので、ご確認ください。

　世帯主と国民健康保険加入者及び特定同一世帯所
属者（※ 1）の前年中の所得が下表の所得基準を下
回る世帯については、保険税の均等割額と平等割額

◆ 低所得世帯に対する軽減措置が拡充されます ◆
が軽減されます。軽減を受けるための申請は不要で
すが、未申告世帯は軽減措置の適用がされません。

（上段太字が変更後の所得基準）
（※）特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した後も、継続して同一の世帯に属する方。

　申告をされないと、保険税の適正な課税をするこ
とができず、上記の軽減措置も適用されません。平
成 26 年中の所得の申告をされていない方（19 歳以

◆ 所得の申告をお願いします ◆
上）は、住民税または所得税の申告をしてください。

（学生等で所得がない方も申告の必要があります。）

問合せ　税務課　国民健康保険税係　☎ 34－0961

  

医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分（※3）

平成27年度 平成26年度 平成27年度 平成26年度 平成27年度 平成26年度

所 得 割 額 5.39％ 5.75％ 2.53％ 2.05％ 2.59％ 1.78％

資 産 割 額 18.8％ 23.7％ 8.8% 9.6％ 12.00％ 10.1％

均 等 割 額 21,500円 23,600円 9,800円 8,600円 12,500円 8,900円

平 等 割 額 16,400円 19,400円 7,500円 6,800円 6,500円 4,700円

賦 課 限 度 額 520,000円 510,000円 170,000円 160,000円 160,000円 140,000円
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神河町地域創生第１弾　起業・創業を支援します

起業・創業するなら神河町で!

行
政
情
報

◆ 神河町では「創業支援事業計画」を策定し、国の認定を受けました ◆

◆商工会、町内金融機関と連携しながら
　　　　　　　　　　支援活動を展開◆

　神河町創業支援事業計画では、創業支援事業
者である商工会、町内金融機関（但陽信用金庫、
但馬銀行）との連携を強化、さらに関係団体と
創業支援ネットワークを構築し、創業しようと
する方を一体となって支援します。

◆支援内容◆

①役場に創業者ワンストップ窓口を設置
②商工会での創業支援セミナーの開催
   （特定創業支援事業は 8 月開始予定）
③セミナーを受講できなかった場合でも、商工
　会窓口でのフォローアップ相談会を開催

※セミナー受講修了者には、関係機関審査の上、 　

★ 認定書交付により受けられる７つのメリット ★

1

4

7

2

5

3

6

　創業促進補助金の交付

（創業に必要な経費の2/3を

補助、新規創業上限200 万

円、第二創業上限1000 万円）

　町を通じた地域経済循環

創造交付金の交付（最大

5000万円／1/2 金融機関

の融資前提）

　日本政策金融公庫「新創

業融資制度」の自己資金要

件を撤廃

　ＮＰＯ法人、一般社団法

人、一般財団法人に対して

信用保証の特例

（8000万円までの無担保が可能に）

　株式会社を設立する際の

登録免許税の減免

0.7％→ 0.35%

　中小機構による情報提供

や専門家の紹介

　創業関連保証の特例

（融資限度額の上限枠 1000

万→ 1500 万円へ拡充、無

担保、第三者保証人なし）

問合せ

総務課　地域創生係　☎ 34－0002

商工会本所　☎ 32－0295　但馬銀行神崎支店　☎ 32－3345

但陽信用金庫粟賀支店　☎ 32－1121　寺前支店　☎ 34－1710　　
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市町村名 対　 象 　施　 設　 名

姫路市 姫路城、姫路市立動物園、姫路市立水族館など１１か所

たつの市 たつの市立龍野歴史文化資料館、霞城館など５か所

赤穂市 赤穂市立歴史博物館、赤穂市立海洋科学館など４か所

太子町 太子町立歴史資料館

行
政
情
報

「臨時福祉給付金」受付開始と申請のお知らせ
１．申請受付期間　
　　９月１日（火）～ 11 月 30 日（月）の開庁日
　　受付時間：午前９時～午後５時
  ☆神崎支庁舎での日曜証明窓口では受付できませ 
　　ん。
　☆やむを得ない事情があり、期間内に申請できな
　　かった場合、平成 28 年 2 月 29 日（月）まで受
　　付します。

２．申  請  場  所　
　　健康福祉課（神崎支庁舎）・住民生活課（本庁）

３．給　  付　  額　１人につき 6,000 円　

４．支 給 対 象 者
　　下記の条件をすべて満たした方
　・平成 27 年１月１日において、神河町の住民基
　　本台帳に登録されている方
　・平成 27 年度住民税（均等割） が課税されない方
　　ただし、住民税の申告をされていない方は、申
　　告が必要です。
　・次の（1）（2）に該当する方は対象外です
　　（1）ご自身が住民税の課税者に扶養されている
　　　方
　　（2）生活保護受給者
　　
　　☆平成 27 年度は、「子育て世帯臨時特例給付金」
　　　と重複して「臨時福祉給付金」の支給を受け
　　　ることができます。

５．申請書について　　
　　支給対象と思われる方には、8 月 31 日に申請
　書とともに「平成 27 年度住民税非課税のお知ら
　せ」を送付します。　
　
　☆通知書等が届いた方が、必ずしも支給対象者で
　　はありません。あらかじめご了承ください。

６．持参（添付）いただく書類等
　①印　鑑
　②送られてきた申請書（請求書）
　③預金通帳又はキャッシュカード
　　（前年度の申請口座と異なる場合）
　④本人又は家族と確認できる書類等
　　（対象となる方全員の書類が必ず必要です）

☆本人又は家族と確認できる書類とは

　A　顔写真付きの官公署発行の身分証明書等運転
　　　免許証・パスポート・住民基本台帳カード（写
　　　真付）など
　B　法に基づき発行された身分証明書及び氏名入
　　　り証書
　（例）健康保険証、国民健康保険証、共済組合員証、
　　　介護保険被保険者証、船員保険証福祉医療費
　　　受給者証、国民年金手帳、国民年金証書、厚
　　　生年金手帳（証書）、共済年金証書、恩給証書、
　　　住民基本台帳カードＡ（写真なし）

　ＡまたはＢの１種類の確認書類が必要です。

７．支払について
　審査の結果、給付が決定した場合は、届出のあっ
　た銀行等の口座に振り込みます。申請のあった月
　の翌月 20 日頃に振り込む予定です（別途通知し
　ます）。

問合せ　
　「臨時福祉給付金」について
　　健康福祉課（神崎支庁舎）☎ 32－2421
　平成 27 年度住民税（課税または非課税）について
　　税務課（本庁舎）☎ 34－0961

　☆神河町のホームページにも掲載しています。
　　ご覧ください。

西播磨レインボーカードの配付について

　姫路市及びその周辺市町では西播磨地域在住の満
65 歳以上（８月 31 日現在）の方を対象に、高齢者
保健福祉月間中（毎年９月１日～ 30 日）に限り公
共施設への入場が無料となる　「西播磨レインボー
カード」を作成し、配布しています。
　本年度においては、昭和 24 年９月２日～昭和 25
年９月１日生まれの方を対象に配布します。
　ご希望の方は、住所及び生年月日が記載されてい
る身分証明書等を添えて８月 10 日（月）から 28日（金）
までの間に健康福祉課へお申込みください。
　　　　　　  問合せ　健康福祉課　☎ 32 ー 2421
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行
政
情
報 特別障害者手当

　政令で定める障害が２つ以上重なっている等、精
神又は身体に重度の障害があり、日常生活において
常時特別な介護を必要とする在宅の 20 歳以上の方
に支給されます。

　　　支給額　26,620 円／月

※施設入所、３か月以上入院の方を除きます。
※対象者本人・配偶者・扶養義務者の所得制限があ
　ります。
※医師の診断書により判定されます。

障害児福祉手当
　精神又は身体に重度の障害があり、日常生活にお
いて常時の介護を必要とする在宅の 20 歳未満の方
に支給されます。

　　　支給額　14,480 円／月

※施設入所、３か月以上入院の方を除きます。
※対象者本人・配偶者・扶養義務者の所得制限があ 
　ります。
※医師の診断書により判定されます。

重度心身障害者（児）介護手当
　在宅で６か月以上寝たきりの重度障害者の方を介
護されている家族に介護手当を支給します。

対象者
　下記①～⑤全てに該当する方を介護されている家
　族

　①身体障害者手帳１・２級または知的障害者で重
　　度の方
　②在宅６か月以上寝たきり状態で、常に介護を必
　　要とする重度障害者の方
　③ 65 歳未満の方
　④町民税非課税世帯の方
　⑤過去１年間、障害福祉サービスまたは介護保険
　　サービスを利用されていない方

　　  手当額　100,000 円／年

就学および職業訓練等助成金
　特別支援学校に通学されている方、障害者福祉
サービス事業所に通所されている方に交通費の助成
をします。

対象者
　①神河町に住所のある 18 歳未満の障害児で、特
　　別支援学校に通学している方
　②神河町に住所のある 18 歳以上の障害者で、生
　　活介護・就労継続支援等の障害サービスを利用
　　している方

　①または②のうち、１か月のうち１０日以上実費
　を伴う方法で通学・通所されている方

　　　 助成額　5,000 円／月

　　　　　　　
　　　　　　　   問合せ　健康福祉課　☎ 32－2421

児童扶養手当 ・ 特別児童扶養手当の受給資格者の方へ 

　児童扶養手当・特別児童手当の受給資格がある方
は、毎年 8 月に受給者と児童の状況についての現況
届及び所得状況届の提出が必要です。
　受給資格者には 7 月下旬頃に現況届等の関係書類
を送付していますので、8 月中に住民生活課で手続
きをしてください。

< 児童扶養手当とは >
　母子家庭の母（または父子家庭の父）や、父母に
代わって児童を養育している人に支給されます。
◆対象となる児童
18 歳までの児童で次のいずれかに該当する場合
①父母が離婚した後、父（母）と生計を同じくしてい
　ない児童
②父（母）が死亡した児童
③父（母）が重度の障害の状態にある児童
④父（母）の生死が明らかでない児童
⑤父（母）に１年以上遺棄されている児童
⑥父（母）が引き続き１年以上拘禁されている児童
⑦婚姻によらないで生まれた児童
⑧母が児童を懐胎した当時の事情が不明で父（母）
　と生計を同じくしていない児童
⑨父（母）が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた児童

◆手当額
　全額支給の場合 42,000 円／月 
※所得制限があり所得により異なります。

< 特別児童扶養手当とは >
　身体または精神に障害のある児童を監護・養育し
ている人に支給されます。
◆対象となる児童
　20 歳未満で身体または精神に重度障害もしくは
中度障害のある児童

（※児童福祉施設等に入所している児童や年金を受
給している場合は対象外）
◆手当額（児童１人につき）
　・重度障害 51,100 円／月　　
    ・中度障害 34,030 円／月
※所得制限があります。
　新規に手当を受給するには認定請求の手続きが必
　要となりますので、請求手続きや所得制限など、
　詳しくは住民生活課までお問合せください。

　　　　　　　問合せ　住民生活課　☎ 34 － 0962

障害のある方へのサービスを紹介します
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任意予防接種の助成について 障害福祉サービスを利用できる難病の範囲が拡大

神河ふるさとづくり応援寄附金について （ふるさと納税）
神河町を

応援してください!

　神河ふるさとづくり応援寄附金（ふるさと納税）に
ご協力いただき、誠にありがとうございます。
　神河ふるさとづくり応援寄附金は、平成 20 年よ
り受付を開始し平成 27 年 6 月末現在で 70 件、430
万 7 千円となりました。
　平成 27 年４月からふるさと納税制度が拡充され、
神河町特産返礼品を５千円相当に増額し、一段と魅
力的で納税しやすくなりましたので、次のような方
で神河町を応援していただける方、ぜひ、ご協力を
お願いします。
　また、町外に住んでおられる方へのＰＲにご協力
をお願いします。
 　　
・神河町で育ったが、就職、結婚等で離れてしまっ
　た方
・ふるさと神河町を守っている両親を応援したい方
・神河町生まれではないが、神河町を応援したい方

【ふるさと納税制度の改正内容】
○特別控除枠の上限が２倍
　（自己負担額二千円を除いた限度額）
○ワンストップ特例制度の創設
　（確定申告が不要な方で納税先が５自治体以内）

　平成 25 年 4 月から、難病の方が障害福祉サービス
等を利用できるようになりましたが、平成 27 年 7 月1日か
ら「障害福祉サービス等」の対象となる疾病が、151
から332 へ拡大されました。
　対象となる方は、障害者手帳をお持ちでなくても、必
要と認められた支援が受けられます。

対象疾病（332 疾病）に該当する方です。
疾病の一覧はこちらから確認できます。

http://www.town.kamikawa.hyogo.jp/　　　　　　
div/fukushi/pdf/syougai/nanbyo_.pdf

　障害福祉サービス（介護給付・訓練等給付）、補
装具（車いすや歩行器などの購入・修理に必要な費
用の支給）、日常生活用具の給付など。
なお、世帯の収入状況等により費用負担があります。

◆対象疾病に罹患していることがわかる証明書（診 
　断書など）を持参し、健康福祉課でサービスの利
　用を申請してください。
◆障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、
　必要と認められたサービスを利用できます。
　（訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認
　定を受ける必要はありません）

問合せ　健康福祉課　☎ 32 ー 2421

　神河町では任意風しん予防接種及び高齢者肺炎球
菌予防接種の費用の一部を助成しています。助成の
対象者及び助成費用は次のとおりです。
   助成をご希望の方は、接種に行かれる前に必ず印
鑑を持参の上、健康福祉課（神崎支庁舎内）まで助
成の申請にお越しください。

１　任意風しん予防接種
（１）助成対象者
　満 19 歳から満 49 歳までの者または妊婦の同居家
　族で次の①～③全てに該当する方
　①過去に風しんにかかったことがない。
　②過去に風しん予防接種を未接種又は 1 回のみ接
　　種
　③現在妊娠していない。

（２）助成費用
　・麻しん風しん混合ワクチン：7,500 円
　・風しんワクチン：5,000 円

２　任意高齢者肺炎球菌予防接種
（１）助成対象者
・ 平成 27 年度定期接種対象外の方で、予防接種当
　日に満 75 歳以上の方
　※平成 27 年度定期接種対象者とは、平成 28 年 
　　４月１日時点で年齢が 65・70・75・80・85・
　　90・95 歳を迎えられている方及び 100 歳以上
　　の方です。
・満 65 歳以上の心臓、腎臓及び呼吸器の機能に障 
　害を有し、かつ、身体障害者手帳１級を有する方
　で次の①・②全てに該当する方
　
　①過去に肺炎球菌予防接種を受けたことがない。
　②予防接種に対して、健康保険の適用がない。

（２）助成費用：4,000 円 

問合せ　健康福祉課　☎ 32 ー 2421

問合せ　総務課　☎ 34－0002

　  平成26年11月～平成27年6月に寄附をいただいた方
　　　青　木　孝　安　様　　１万円
　　　鎌　田　晴　美　様　　１万円
　　　澤　田　章　弘　様　　３万円
　　　宮　内　康　治　様　　１万円
　　　大　谷　亜里沙　様　　非公開
　　　三木谷　浩　史　様　　非公開
　　　高　瀬　信　尚　様　　非公開
　　　匿名希望 15 名様　　　  非公開

　　以上 22 名　58 万円　ご協力ありがとうございました。

対象となる方は？

利用できるサービスは？

手続き方法は？

〔

〔



かみかわ　No.1179 

行
政
情
報

神河町コミュニティバス
　　 利用促進ポスターの募集

国道 312 号沿道地域が、
広域景観形成地域に指定されました！

　兵庫県の「景観の形成等に関する条例」に基づき、
「国道 312 号沿道地域沿道型広域景観形成地域」の
指定区域が変更され、神河町内の沿道地域が追加さ
れました。この区域内では、一定規模以上の建築物
等（大規模建築物等）の新築、増改築、外観の変更
や広告物等の表示設置をする場合は、建築確認申請
前（申請を要しない場合は工事着手前）に、兵庫県
知事への届出が必要となります。

　また、今回の変更に伴い、屋外広告物条例の規制
区域が一部変更されていますので、ご注意ください。

○広域景観形成地域に指定された神河町内の土地の
　区域
　国道 312 号の区間とその路端から１km 以内の区
　域（中村・粟賀町地区歴史的景観形成地区の区域
　は除く）。
○景観の創造・保全のための支援
　基準に適合させるために行う屋外広告物の整備、
　景観支障建築物等の除却や改修、景観の形成のた
　めの取組について一定の要件を満たす場合、工事
　費の一部が助成されます。

問合せ
　地域振興課　☎ 34－0185
　建設課　　　☎ 34－0964
　兵庫県都市政策課景観形成室
　　　　　　　☎ 078－362－9299
　姫路土木事務所まちづくり建築第１課
　　　　　　　☎ 079－281－9653

公共施設等総合管理計画の策定について 

　神河町は、合併して 10 年を迎える町ですが、公
共施設については、旧町からある施設を活用してお
り、建築後 30 年を経過した施設があるなど老朽化
対策が問題となっています。また、少子高齢化、人
口減少等による利用の変化や、厳しい財政状況が続
いていくことが予想されています。
　そこで、住民の方の意見等を参考に公共施設等総
合管理計画を策定し、最適な公共施設の配置を検討
します。そして、長期的な視点をもって更新・統廃合・
長寿命化を計画的に行い、財政負担の軽減と平準化
を目指します。
　　　　　　　　　  問合せ　総務課　☎ 34 ー 0002

　日頃はコミュニティバスをご利用いただきありが
とうございます。
　5 月１日から社会実験として作畑新田線で実施し
た夜間運行も 6 月 30 日で終了しました。2 か月間
の利用データ及び期間中に実施した利用者、送迎者
アンケートを参考にして今後の運行について検討さ
せていただきます。
　コミュニティバスについては、園児、児童、生徒
や自動車に乗らない人にとってなくてはならない大
切な移動手段です。
　年々利用者は減少傾向にあります。大切な公共交
通を守るために、皆さまのご利用をお願いします。
　また、利用促進施策の一環として、次のとおり「利
用促進用ポスター」を募集します。多くの応募をお
待ちしています。

募集の内容
　神河町コミュニティバス利用促進用ポスター
規格
　四つ切判（392㎜× 542㎜）横書き
　※裏面に応募者住所、氏名、連絡先をご記入くだ
　　さい。
締め切り
　 9 月 30 日
問合せ・提出先
　地域振興課　地域振興係　☎ 34 ー 0185

★応募いただいた作品は、11 月頃にコミュニティ
　バス車内に掲示する予定です。
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乗って残そう! みんなのバス
～ 安くて便利なバス交通 ～

●片道 200円、
　１日 400円で乗り放題
　（小学生以下半額）
☆お得な回数券もあります。

神 河 町 コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス

景観の形成等に関する条例による知事への届出

届出の対象 これまで 施行日（H27.7.1）以降

大規模建築物等 変更前の基準で
届出が必要 変更後の基準で

届出が必要
広告物等 届出不要
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度
も
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

　

姫
路
県
税
事
務
所
課
税
第
１
課

☎
０
７
９
ー
２
８
１
ー
３
０
０
１（
代
表
）

☎
０
７
９
ー
２
８
１
ー
９
１
２
６（
直
通
）

個
人
事
業
税
の

　
納
税
に
つ
い
て

役立っています。

あなたの県税

農
業
委
員
会
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
お
知
ら
せ
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カ ー ミ ン の
観光案内所だより

開館時間：午前 9：00 ～午後 5：00
水 曜 日 定 休 日・ 電 話 34 － 1001

神河町観光協会

☆ 
神
河
町
で
イ
キ
イ
キ
と
働
く
“
ヒ
ト
”
を
ご
紹
介 

☆

　

観
光
協
会
で
は
立
石
美
代
子
さ

ん
手
作
り
の
小
物
入
れ
や
カ
バ
ン
、

エ
プ
ロ
ン
な
ど
を
販
売
し
て
い
ま

す
。

　

立
石
美
代
子
さ
ん
は
、
笑
顔
の

素
敵
な
91
歳
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
。

４
人
の
お
子
さ
ん
を
育
て
ら
れ
、

今
は
一
番
下
の
息
子
さ
ん
、
お
嫁

さ
ん
と
暮
ら
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。

　

洗
濯
は
毎
日
美
代
子
さ
ん
が
さ

れ
て
い
る
そ
う
で
、
と
て
も
若
い

元
気
な
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
で
す
。

　

約
１
年
前
か
ら
本
格
的
に
和
裁

を
始
め
ら
れ
た
そ
う
。
昔
の
着
物

が
美
代
子
さ
ん
の
手
に
よ
っ
て
、

可
愛
ら
し
い
小
物
に
生
ま
れ
変
わ

り
ま
す
。

　

使
わ
れ
な
く
な
っ
た
着
物
に
は

き
っ
と
そ
の
人
の
想
い
が
あ
る
。
捨

て
る
な
ん
て
も
っ
た
い
な
い
。
新

し
く
生
ま
れ
変
わ
る
事
で
想
い
が

受
け
継
が
れ
て
い
き
、
手
に
取
っ

た
人
に
喜
ん
で
も
ら
え
る
の
が
何

よ
り
も
嬉
し
い
と
語
る
美
代
子
さ

ん
。
90
歳
を
超
え
ら
れ
て
い
る
と

は
思
え
な
い
丁
寧
さ
と
手
さ
ば
き

で
製
作
し
て
い
き
ま
す
。

　

美
代
子
さ
ん
の
元
に
は
、
た
く

さ
ん
の
着
物
が
集
ま
る
そ
う
で
す
。

積
み
上
げ
ら
れ
た
着
物
や
布
を
見

て
、
一
〇
〇
歳
ま
で
に
こ
れ
ら
を

使
い
た
い
と
い
う
目
標
が
あ
る
そ

う
で
す
。

　

手
作
り
だ
か
ら
こ
そ
、
美
代
子

さ
ん
の
温
か
さ
が
伝
わ
っ
て
き
ま

す
ね
。
手
に
取
っ
て
お
気
に
入
り

を
見
つ
け
て
く
だ
さ
い
ね
。

　

観
光
協
会
で
は
、
町
の
人
が
想

い
を
込
め
た
商
品
を
委
託
販
売
し

て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
情
報
く
だ

さ
い
。

年
金
だ
よ
り

　

６
月
よ
り
神

河
町
観
光
協
会

で
働
く
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

森　篤史

中
村
出
身
で
３
年
ほ
ど
中
国

（
広
州
・
香
港
）
で
生
活
し
て

い
ま
し
た
。

　

海
外
で
生
活
し
、
神
河
町
の

自
然
資
源
の
豊
か
さ
に
気
付
き
、

様
々
な
自
然
資
源
に
大
き
な
価

値
が
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。

　

こ
の
豊
か
な
観
光
資
源
を
Ｐ

Ｒ
し
、
神
河
町
の
お
役
に
立
ち

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

★
観
光
協
会
新
職
員
　

　
　
　   

ご
あ
い
さ
つ
★

●　

国
民
年
金
の
１
号
被
保

　

険
者
及
び
任
意
加
入
者
で
、

　

将
来
よ
り
高
い
年
金
を
受

　

け
る
こ
と
を
希
望
す
る
人

　

は
、
定
額
保
険
料
に
加
え
、

　

付
加
保
険
料
（
月
額
４
０

　

０
円
）
を
納
め
る
こ
と
が

　

で
き
ま
す
。

　
　

定
額
保
険
料
に
付
加
保

　

険
料
を
プ
ラ
ス
し
て
納
付

　

す
る
と
、
老
齢
基
礎
年
金

　

に
付
加
年
金
が
上
乗
せ
さ

　

れ
ま
す
。

　
　

付
加
年
金
の
受
給
額
は
、

　

２
０
０
円
×
付
加
保
険
料

　

納
付
月
数
で
計
算
さ
れ
ま

　

す
。

★　

例
え
ば
、
付
加
保
険
料

　

を
20
年
間
納
付
し
た
場
合

　

付
加
保
険
料
（
掛
金
）
→

　

４
０
０
円
×
20
年
（
２
４

　
０
月
）＝
９
６
，
０
０
０
円

あ
な
た
も
年
金
を
増
や
し
ま
せ
ん
か
？

　

受
取
る
付
加
年
金
額
→
２

　

０
０
円
×
20
年
（
２
４
０

　

円
）
＝
４
８
，
０
０
０
円

　
（
年
額
）

　
　

納
付
し
た
付
加
年
金
掛

　

金
は
２
年
間
で
返
っ
て
く

　

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
（
65
歳
か
ら
受
給
し
た
場

　

合
）

　

付
加
年
金
納
付
を
ご
希
望

の
方
は
住
民
生
活
で
手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

住
民
生
活
課

　
　
　

☎
３
４
ー
０
９
６
２
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神河町子ども会球技大会

神崎郡消防操法大会

　6 月 20 日、晴天のなかで神河町子ども会球技大会が行われました。各チームは日ごろの練習の成果
を発揮し力一杯がんばりました。
　

《ソフトボールの部》　　　　　　　　　　　　　　　《バレーボールの部》
優　勝　　吉冨子ども会チーム　　　　　　　　　　優　勝　　寺前子ども会Ａチーム
準優勝　　越知谷連合チーム　　　　　　　　　　　準優勝　　寺野子ども会チーム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第３位　　中村子ども会チーム　ＡＴＭチーム

　なお、7 月 19 日に行われる第 10 回神崎郡子ども会球技大会には、ソフトボールの部に吉冨子ども会
チーム、越知谷連合チームが、バレーボールの部に寺前子ども会Ａチーム、中村子ども会チームが出場
します。

注）バレーボールの部準優勝の寺野子ども会チームは、町子ども会球技大会実施要綱に規定された郡大
　　会出場要件に定める、男子の出場人数を満たしていなかったため出場することが出来きませんでし
　　た。そのため、出場決定戦を行い、中村子ども会チームが郡大会に出場することになりました。

　神崎郡３町の消防団による「第 5 回神崎郡消防操
法大会」が６月 28 日（日）市川町立川辺小学校グ
ラウンドにおいて、郡内各町の大会を勝ち抜いた小
型ポンプ６隊、自動車ポンプ 3 隊が出場し、日ごろ
の訓練の成果を競い合いました。
　神河町からは小型動力ポンプの部に作畑新田分
団・岩屋分団が、自動車ポンプの部に越知分団・南
小田分団がそれぞれ出場しました。
　姫路市中播消防署の審査員により操作員の士気、
節度、操作要領などについて厳しく審査されました。
当日は天候に恵まれ、応援に駆けつけた家族をはじ
めとする地元区からの声援を受け、各隊の出場選手
は精一杯の操法を披露しました。
　その結果、自動車ポンプの部で南小田分団が優勝
の栄誉に輝き、小型動力ポンプの部で作畑新田分団
が準優勝を果たしました。
　今年の操法大会はこれで終了となりますが、来年
開催される全国大会（自動車ポンプの部）出場を目
指し、神河町消防団の今後の活躍が期待されます。
　なお、大会の結果は右のとおりです。

第５回

第10回

※自動車ポンプの部の表彰は優勝のみ

自動車ポンプの部 南小田分団優勝!!   小型動力ポンプの部 作畑新田分団準優勝！

順位 小型動力ポンプの部 自動車ポンプの部
優勝 福崎町消防団 庄分団 神河町消防団 南小田分団
準優勝 神河町消防団 作畑新田分団
３位 福崎町消防団 福田分団

ソフトボールの部 バレーボールの部

優勝 優勝準優勝 準優勝吉冨子ども会チーム 寺前子ども会Ａチーム　越知谷連合チーム 寺野子ども会チーム
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今年は350名のランナーが参加

坂と緑のバーベキューマラソン in
　グリーンエコー笠形

生きる力を育む通学合宿

　７月１日の更生保護の日、ＪＲ寺前駅・新野駅・
マックスバリュ神河店で「社会を明るくする運動」
街頭啓発活動が行われ、神崎保護区神河町保護司
会と神崎地区更生保護女性会の方々が、本運動に
対する理解と協力を呼びかけました。
　また、７月７日は、福崎町エルデホールで「社
会を明るくする運動」神崎郡住民大会が開催され、

「犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の
チカラ」のスローガンのもと、地域の理解と協力
を得て、共に支え合い、安全で安心して暮らせる
明るい地域づくりを推進していくことを確認しま
した。

　町内４小学校の４年生 87 名が自立心を育むこ
とを目的に、地域交流センターで６／ 24 ～７／
３の間、３班に分かれて２泊３日の通学合宿を行
いました。「自分のことは自分で」を指導の柱に
センターで集団生活を送っている山村留学生をお
手本に、入浴の仕方や布団の敷き方などを指導員
から教わり、食事の配膳や館内の掃除なども助け
合って行うことで、協力することの大切さや人を
思いやる心を学びました。

「社会を明るくする運動」

神河中学校へ楽器５点が寄贈されました

街頭啓発活動と
　神崎郡住民大会を開催

姫路十字会からのサプライズ！

　７月５日（日）、グリーンエコー笠形で第２回
坂と緑のバーベキューマラソンが開催されました。
５km、10km のコースと、周回コースを走るリレー、
時間走があり、参加したランナーたちは、標高差
75 メートルの厳しいコースを駆け抜け、レース後
はグリーンドームでバーベキューを楽しみました。
　また、この日はグリーンエコー笠形のプール開
きと川開きが同時開催され、会場は多くの人でに
ぎわっていました。

　７月７日、公益財団法人姫路十字会から、楽器
５点が神河中学校吹奏楽部に寄贈されました。
この日寄贈を知らされていなかった部員たちは、
ピカピカに光る新しい楽器のサプライズに、嬉し
い歓声をあげました。楽器のほか、町内幼稚園、小・
中学校、社会教育施設へ AED、長谷小学校へ児
童用机・椅子、寺前小学校へオルガンが寄贈され
ました。
　また、毎年多くの図書を町内幼稚園、小・中学
校へ寄贈いただいています。

朝の集い「やまびこあいさつ」
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保
健
・
福
祉

　8 月 の 保 健 行 事

ケアステーションかんざき　だより
☎ 32 － 1910

  夏休みに入り、ラジオ体操に行く子どもたちの
姿を見かけます。その中には眠そうで、しっかり
目覚めていない様子の子どももいます。はたして
子どもたちの睡眠は足りているのでしょうか？
　一般的に理想の睡眠時間は 8 時間などと言われ
ていますが、適切な睡眠時間は人それぞれです。
むしろ、大切なのは『眠りの質』と言われていま
す。みなさんは、朝目覚めた時に『ぐっすり眠れ
た』と感じていますか？
　質の高い睡眠をとるためには、日中活発に活動
し、夜の就寝までの時間をゆったり過ごすことが
大切です。しかし、最近では、手軽に持ち運べる
携帯ゲームや、スマートフォンなどの普及により、
身体は休んでいても、寝る間際まで脳が覚醒した
状態になっていることが多いようです。
　さらに、パソコンや携帯端末などの液晶画面の
強烈な明るい光も注意が必要です。明るい光によ
り、身体が日中と勘違いし、眠りにつくために必
要な『メラトニン』という物質が分泌されにくく

なり、寝つきが悪くなったり、深い眠りの妨げに
なったりすることがわかっています。
　夜遅くまで、携帯端末に触れる生活が続くと、
朝すっきり目覚めにくいのも当然です。そして、
一番活発に活動するべき日中にボーっとしてしま
うことにもなりかねません。そればかりか、深刻
なケースでは、昼夜逆転している子どももいます。
　パソコンや携帯端末は、大人でも熱中すると、
時間を忘れてしまうことがありますね。まだまだ
コントロールが効かない子どもが手放せなくなる
のも当然です。だからこそ、子どもだけでなく、
大人も一緒に、パソコンや携帯端末との付き合い
方を振り返る必要があります。
　最近では自治体や企業、学校などが中心となっ
て週 1 回、パソコンや携帯端末から離れる日を設
けている所もあるようです。１人では取り組みに
くいことも家族や仲間、地域のみんなが一緒なら
一歩を踏み出しやすいかもしれませんね。
　朝の気分は１日を決定する
といってもいいものです。寝
るまでの時間を見直し、「おは
よう」の元気なあいさつとと
もに気持ちよくスタートする
ことができたらいいですね。

よい眠りのために
携帯端末との付き合い方を考えよう！

てくてくウォークラリー教室参加者募集 !!【のんびり平日コース】～自然の中で癒されながら体力アップ～
　健康チェックや食生活の見直しをしたり、楽しく歩きながら町内を散策したり、時にはハイキング
や町外のお出掛けもあります。町内の魅力、再発見！! ご都合のつく日だけの参加もＯＫですよ。
■日　程　7 月～３月（毎月２回＊開催日は主に月曜日か木曜日で、事業の都合で変更もあります）
               【初回】7/31（金） 9 時～ 11 時   神崎支庁舎集合『古田先生と一緒にウォーキング』
　　　　　《8 ～ 11 月》   9 時 30 分～ 11 時 30 分   8/10（神崎支庁舎）、9/3、9/14、10/8、10/24、
　　　　　《12 ～ 3 月》13 時 30 分～ 15 時 30 分
　　　　　11/12、11/23、12/10、12/21、1/7、1/18、2/4、2/23、3/4、3/14
■場　所　町内の各集落、町外（2 回）※集合場所は毎回異なるため、その都度お知らせします。
■内　容　町内ウォーキング、町外でのウォーキング企画もあり！
■対象者　おおむね 20 歳～ 70 歳代の方
■費　用　300 円（保険代として初回のみ）＊内容によって別途徴収あり
■持物等　飲み物・タオル・健康づくりポイントカード　　
　　　　　＊運動のできる服装・靴でお越しください
■申込み　随時、参加 OK です。　健康福祉課　☎ 32 ー 2421 までお電話ください。

実施日 行　事　名 対　象　者 受付時間 場所
4 日 

（火）
も ぐ も ぐ 教 室 

（ 離 乳 食 教 室 ）
H27 年 3/27 ～ 
　　　  5/21 生まれ

13：30 
 ～ 13：40

神
崎
支
庁
舎

14 日 
（金）

す く す く 相 談 
（ 乳 幼 児 相 談 ）

H25 年 7 月生まれ 
H26 年 7 月 ･12 月生
まれ及び希望者

13：30 
 ～ 14：30

18 日 
（火） プレママ Café 妊婦と生後６か月までの

乳児と保護者
9：20
  ～ 9：30

21 日 
（金）

乳 児 健 診・ 
ＢＣＧ予防接種

H27 年 3/27 ～ 
　　　5/21 生まれ

13：00 
 ～ 13：30

4 日 
（火）

健 康 福 祉 
な ん で も 相 談 一般住民 9：00 

 ～ 11：30

 
     献血のお知らせ  
  夏場は血液が不足しやすい季節です。 
　献血へのご協力をお願いします。  

と　き：８月２１日（金）   
ところ：役場神崎支庁舎   
　　　　  10 時 00 分 ～ 11 時 30 分  
     役場本庁舎   
　　　　  13 時 30 分 ～ 16 時 00 分  
 

【 400m l 献 血 対 象 年 齢 】                       
１７～６９歳（男性）、１８～６９歳（女性） 
※６５歳以上の方は、６０～６４歳の間に献 
　血経験がある場合に限ります。

男性の参加も
ありますよ !



　　食中毒の原因は何？

　　細菌が原因となる食中毒は夏場（6 月～ 9 月）に多く発生しています。
　　その原因となる細菌の代表的なものは、腸管出血性大腸菌（Ｏ－ 157 など）やカンピロバクター、
サルモネラ菌などです。
　食中毒を引き起こす細菌の多くは、室温（約 20℃）で活発に増殖し始め、人間や動物の体温ぐらい
の温度で増殖のスピードが最も速くなります。

　　感染発症した場合の対処法はどうすればいいですか？

　　＜食中毒の応急処置＞
　　　●水分補給
　　　　食中毒の症状として下痢や発熱、嘔吐が続いた場合は、脱水症状を起こしやすくなります。塩
　　　　をひとつまみ入れた重湯やスポーツドリンク、常温にさましたお茶などで、水分補給をわすれ
　　　　ないようにしてください。
　　　●嘔吐がみられたら
　　　　嘔吐が見られる場合は、吐きやすいように横向きに寝かせましょう。吐いた物が気管に詰まっ
　　　　て窒息したり、肺に入って肺炎を起こすことがあるからです。
　　　　吐いたものが口の中にある場合は、薄いビニール手袋をした手でかき出すようにしてあげてく
　　　　ださい。
　　　●下痢がひどい場合
　　　　下痢がひどく、水様の便が出る場合はおもに水分を摂るようにしてください。
　　　　やわらかい便になったらお粥を食べるようにしましょう。また、自己判断で下痢止めを
　　　　飲んでしまうと食中毒の原因菌や毒素が腸内にとどまってしまい、症状が悪化してしまう場合
　　　　があります。

　　＜食中毒・受診のタイミング＞
　　　　食中毒は、軽い消化器官の症状の場合は、2 ～ 3 日で症状が軽減し、自然に治ります。
　　　しかし次のような場合は、早急に医師の診察を受けるようにしてください。
　　　●水様の下痢が 1 日 10 回以上も続く場合　
　　　●血便が見られる場合
　　　●重い症状が見られる場合
　　　激しい下痢や嘔吐、呼吸困難、意識障害などの重い症状が見られる場合、早急に受診してください。

　　＜食中毒予防の三原則＞
　　　●菌をつけない→こまめな手洗い
　　　●増やさない→できるだけ早く食べる
　　　●やっつける→中心部までしっかり加熱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　感染管理認定看護師　山根　充代
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保
健
・
福
祉

皆さまからの質問を次の方法により受付けています。
１．公立神崎総合病院内投書箱（１階ロビーに設置）に投書
２．電子メールで送付（goiken1@kanzaki-hp.jp）
３．郵送（〒 679 － 2493　粟賀町 385 番地　公立神崎総合病院　総務課宛）

公立神崎総合病院のコーナー

Q

Q

A

A

　妊娠中の「たまごママ」、授乳中の「ひよこママ」を対象に、ママと
赤ちゃんのお友だちづくりを目的に行っています。
妊娠中子育て中の大切なポイントもゆっくりきいていただけます。
ご参加お待ちしています。
日　時：8 月 18 日（火）、12 月 15 日（火）9：30 ～ 11：30
場　所：神崎支庁舎　健康学習室
内　容 ：助産師の話（おっぱい、スキンシップ、ベビーマッサージなど）
　　   　栄養士の話（妊娠中・授乳中の大切な食事など）
　　　  お話のあと、手作りヘルシーおやつとタンポポ茶でお茶会を    
　　　  します。

問合せ  申込先：健康福祉課（保健師）☎ 32 ー 2421
            　　　  ８/18 の申し込みは 8/14（金）まで

プレママCafé　開催しています♪

病院以外で他の妊婦さんと会い
お話ができるいい機会です。
ご参加お待ちしています。

　
　

 前
回

参加してくれたBABYちゃんたちで
す

。
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神河町文化協会映画会のお知らせ

公 民 館 だ よ り 中央公民館　☎３４ー１４５０
神崎公民館　☎３２ー１６８１8月

あやめ学級

8月のロビー展
中央公民館 人権ポスター展
神崎公民館 万引き防止ポスター展  人権ポスター展

あじさい学級

公民館教室　成人対象　　　　　会場：神崎公民館

成人ゼミナール④　　　　　　　会場：中央公民館

公民館教室　成人対象　　　　　会場：中央公民館
教室名 月　　日 時　間

パソコン教室 
 （入門編）

 8 月  8 日（土）⑦
10：00 ～

 8 月 22 日（土）⑧
パソコン教室 

 （中級）  8 月  6 日（木）④ 19：00 ～
月　日 時　間 内　　容

8 月 8 日（土）
13：30 

～ 
15：00

「人生の勝利者たらん」  
元西脇工業高校陸上部監督 
      渡辺　公二　氏

教室名 月　　日 時　間

古文書教室（初級） 8 月 21 日（金）④  9：30 ～

神河シニアカレッジ教養講座の紹介

 　　

搬入日 　8 月 29 日（土）10：00 ～ 16：00 
 　8 月 30 日（日）   9：00 ～ 11：00 
美術展    9 月  4 日（金）～６日（日）  
場   所   神崎公民館・神崎体育センター 
  
※作品搬入日が迫ってきました。多くの方の 
　応募をお待ちしています。問合せは、中央 
　公民館・神崎公民館へ。

子ども教室　　　　　　　　　　会場：中央公民館　
教室名 　月　　日 時　間

子ども茶道教室 8 月 5 日（水）開級式 10：00 ～8 月 22 日（土）②

子ども教室　　　　会場：大河内保健福祉センター　
教室名 　月　　日 時　間

楽しいお菓子
づくり教室

8 月 8 日（土）
開級式 9：00 ～

神河シニアカレッジ　あやめ・あじさい学級合同教養講座　　　　　　　　　　　　　　会場：神崎公民館

月　　　日 時　　　間 内　　　　容

8 月 6 日（木） 10：30 ～ 12：00
教養講座⑤　　「神河の教育について」
　　　　　　　 神河町教育長　澤田　博行　氏
                    ＊趣味講座は両学級ともありません。

月　　日 時　  間 内　　容

８月 20 日（木）8：00 ～
　10：00

ボランティア活動
中央公民館周辺の環境美化

月　　日 時　  間 内　　容

８月 20 日（木）8：00 ～
　10：00

ボランティア活動
神崎公民館周辺の環境美化

第10回  神河町美術展作品公募中

花燃ゆ 100才まで生き生き笑顔・声体操

能楽ってこんなに面白い !! みんなで歌おう

作品名 「風に立つライオン」 
場　所 中央公民館　グリンデルホール  
日　時 10 月３日（土）　   
 上映 ① 10：00  ② 14：00  ③ 18：30 
入場料 大人（高校生以上）前売券 800 円 
 当日券 200 円増　中学生以下無料 
◎前売券販売所 　中央公民館・神崎公民館 
  　神崎支庁舎・センター長谷 
出　演 大沢たかお、石原さとみ、真木よう子他 
主　催 神河町文化協会    
後   援 神河町・神河町教育委員会



かみかわ　No.11717 

【神崎公民館】
アンタッチャブル　　　　　　　　馳　   星周
岳飛伝　１３　　　　　　　　　　北方   謙三
蒼天見ゆ　　　　　　　　　　　　葉室　   麟
ジョン・マン　５ 山本　一力
兵庫カフェ散歩　　　　　　　　　塚口      肇
マインド　　　　　　　　　　　　今野      敏
リバース 湊　かなえ
劉邦　上 宮城谷昌光
ちゃんぽん食べたかっ！ 　　　　　さだまさし
余命               五木　寛之
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　    　　     他　10 冊

【中央公民館】
武士の碑　　　　　　　　　　　　伊東　　潤
永い言い訳　　　　　　　　　　　西川　美和
東京帝大叡古（えーこ）教授　　   門井　慶喜
若冲　　　　　　　　　　　　　　澤田　瞳子
あぶない叔父さん　　　　　　　　麻耶　雄嵩
流　　　　　　　　　　　　　　　東山　彰良
まったなし　　　　　　　　　　　畠中　　恵
朝が来る　　　　　　　　　　　　辻村　深月
君の膵臓をたべたい　　　　　　　住野　よる
豹変　　　　　　　　　　　　　　今野　　敏

　　　　　　　　　　　　　　　　他　10 冊 

　西郷隆盛が下野したとの報に接した村田新八は、
フランスから帰国。大久保と西郷の“喧嘩”を仲
裁するため、故郷である鹿児島へ向かった。だが
大久保の挑発に桐野利秋らが暴発して挙兵、新八
もそれに否応なく巻き込まれていく。ここに、わ
が国最後の内戦・西南戦争が始まった―。西郷・
大久保の後継者と目された村田新八を主人公に西
南戦争を真正面から描いた渾身の長編小説。怒涛
の展開、衝撃の結末！著者が初めて近代史に挑ん
だ新境地。

　警視庁公安部の「アンタッチャブル」と捜査一
課の「落ちこぼれ」コンビが爆破テロの脅威に挑
む。数多のトラップの果て、前代未聞の大どんで
ん返しまで、一気読み必至！通快コメディ・ノワ
ール!!　

アンタッチャブル
著　者　馳   星周
発行所　毎日新聞出版

武士の碑　
著　者　伊東　潤
発行所　ＰＨＰ研究所

おすすめ図書
（中央公民館） （神崎公民館）

＜図書の貸出・返却について＞
〇貸出場所・時間　中央公民館・神崎公民館・きらきら館　開館日の午前９時から午後５時まで
〇貸出冊数・期間　各館ごとに１人３冊まで　２週間
〇返却場所 ・ 時間　３館どこでも返却可　両公民館のみ開館日の午後９時 30 分まで（日曜・祝日は午後５時まで）

新 着 図 書 の ご 案 内
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＊８月のグループ活動はありません。次回活動は９月からとなります。
＊グループ活動・体操教室は途中入会できます。

おひさま☆きらきら通信
グループ活動・体操教室

きらきら館　神河町中村 29
問 合 せ・・・  ☎ 32 ー 2410
開館時間・・・  9：00 ～ 17：00
休 館 日・・・  月曜日

☆子育て中の方ならどなたでも、
　お気軽に遊びにおこしください。

☆子育て相談も受け付けています。

　　　　☆☆子どものつぶやき☆☆
  『○○、おたんぽ（お散歩）いってくる～』
　　　　　　　
《まだ“サ行”がうまく言えない　かわいい２歳児》

問 合 せ　…　☎ 34 － 0315
　　　  または☎ 32 － 2410
利用時間　…　10：00 ～ 16：00
休 館 日　…　土曜・日曜・祝日

大河内保健福祉センター２階

内　　容 日（曜日） 場　所
親子ハッピー体操 21日（金） 神崎体育センター

すくすく赤ちゃん体操 19日（水） きらきら館

～おひさまタイム～
『思いっきり 水あそび』

日　時　８月５日（水）10:00 ～ 11:30
場　所　大河内保健福祉センター 
対　象　子どもと保護者や祖父母の方
内　容　・大きな金魚すくいやせっけんアワアワ
　　　　　…など
　　　　・７～９月生まれのお友だちのお誕生会
　　　　・濡れても良い服装で参加してね

～おひさま広場～
日　時　９月２日（水）10:00 ～ 11:30
場　所　神崎支庁舎　　　
対　象　子どもと保護者や祖父母の方
内　容　・子育てワンポイント講座：食事について
　　　　・簡単工作やままごと・汽車セット・魚
　　　　　つり…などたくさんのおもちゃで自由
　　　　　にあそべます。
　　　　・子育て相談も受け付けています。

あそびに来てね!
おひさま・なかよしルーム

きらきら七夕会 夏休みの宿題☆応援企画!

ココなつ屋台

　みんなで老人クラブの方と一緒に、日本の年中行
事の“七夕”を楽しもう！

　　・野菜で動物づくり　　・七夕飾りを作ろう
　　・こより作りに挑戦　　・紙芝居を見よう

　  大笹にみんなの願いをこめて、楽しみましょう !

　夏休みの最後は、恒例の屋台で盛り上がろう !!

　　　   ・たべもの屋台　　・水あそび屋台
　 　     ・手づくり屋台　　・あそびの屋台

今年は○○○が登場!さあ、何かな～?!お楽しみに!!

8月7日（金）9：30～

8月27日（木）9：30～

　きらきら館では、夏休みの宿題のヒントになる
図書を貸出しています。
　貸出は１人３冊まで、期間は２週間です。
　
　○第 61 回青少年読書感想文全国コンクール
　　　　　　　　　　　　　　 課題図書　12 冊
　○工作　○自由研究　○星座
　○クッキング…など

　遊びに！学びに！この夏休みが充実したものに
なるよう応援しています。
　ぜひみなさんでご来館ください。

８月は「人権文化をすすめる県民運動」推進強調月間です。
◎神河町では、小中学生の人権ポスター・標語の巡回展示を開催します。
　【日　時】7/31（金）～ 8/13（木）　8/14（金）～ 8/20（木）　8/21（金）～ 8/31（月）
　【場　所】中央公民館　　　　　　 神崎公民館　　　　　　観光交流センター（寺前駅横）

ひろげよう

こころのネットワーク
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問合せ　中央公民館　☎３４－１４５０

　携帯電話全盛の折、手紙の良さが忘れ去られた感があります。ある時、絵手紙の記事で「へたで
いい、へたがいい」という言葉を目にしました。自分流であっても力一杯描いた絵手紙が、もらっ
た人には電話よりも数段心に残ることを知り、温かさを感じてもらえることも分かりました。
　こうした思いを同じくする者同士が、自分流の絵手紙に挑戦しています。
　興味のある方、ぜひ体験にお越しください。心よりお待ちしております。

　活動日　第1・第3土曜日
　時　間　午前9時30分～11時30分
　場　所　中央公民館　
　補助者　赤松　正道    
　代表者　黒田　康子　☎34－1447

サークル紹介（中央公民館） 絵手紙教室

神

河

町

の

歴

史

文

化

遺

産

　

事前準備のわらで人形つくり

　

虫
送
り
は
、
稲
に
つ
く
害
虫
を
追
い
払
う
行
事
で
、
村
人
が
集
ま
り
神
事
や
法
要
を
行
っ
た
あ

と
、
松た
い
ま
つ明
の
火
を
焚
き
な
が
ら
鉦か
ね

や
太
鼓
を
鳴
ら
し
大
声
で
唱
え
言
を
し
な
が
ら
幟の
ぼ
りを
立
て
た
札

を
あ
げ
、
行
列
を
組
ん
で
水
田
を
巡
っ
て
稲
に
つ
い
た
虫
を
集
め
村
境
ま
で
送
り
出
す
と
い
う
も

の
で
し
た
。
虫む
し
お追
い
・
虫む
し
き
と
う

祈
祷
・
実さ
ね
も
り
お
く

盛
送
り
・
ウ
ン
カ
送
り
な
ど
と
も
い
い
ま
す
。
稲
作
に
お
け

る
虫
の
害
は
深
刻
で
、
農
薬
に
よ
る
駆
除
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
日
本
各
地
の
農
村
で

盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
時
期
は
田
植
え
が
終
わ
っ
た
５
月
か
ら
７
月
頃
の
稲
の
成
育
に
重

要
な
時
期
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

町
内
で
も
以
前
は
各
地
区
で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
昭
和
30
年
代
頃
に
航
空
防
除
な
ど
の
農

薬
散
布
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
虫
送
り
も
廃す
た

れ
て
き
ま
し
た
。

　

東
柏
尾
区
で
は
地
域
の
伝
統
行
事
と
し
て
、
平
成
８
年
に
復
活
し
今
年
20
周
年
を
迎
え
ま
す
。

今
年
は
６
月
28
日
に
松
明
や
藁
人
形
の
準
備
を
さ
れ
、
７
月
５
日
の
夕
方
に
行
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

町
内
で
は
、
赤
田
区
で
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

民
俗
行
事
　
　
東
柏
尾
　
　
　
虫む

し
お
く送
り

あそびに来てね!
おひさま・なかよしルーム
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イ
ベ
ン
ト

く ら し
の

情 報

く ら し
の

情 報
本　庁
総務課　　　　　34 － 0001
議会事務局　　　34 － 0213
地域振興課
　地域振興係　　34 － 0185
　商工観光係　　34 － 0971
　農林業係　　　34 － 0960
教育課　　　　　34 － 0212
住民生活課　　　34 － 0962
税務課　　　　　34 － 0961
建設課　　　　　34 － 0964
上下水道課　　　34 － 0966
会計課　　　　　34 － 0968
神崎支庁舎
　地域局　　　　32 － 1222
　健康福祉課　　32 － 2421
ケーブルテレビ局舎
　情報センター　32 － 2752
大河内保健福祉センター
　地籍課　　　　34 － 0965
公民館
　中央公民館　　34 － 1450
　神崎公民館　　32 － 1681
センター長谷　　35 － 0001
公立神崎総合病院
　　　　　　   32 － 1331

　男　　5,712 人　 （     2）
　女　　6,324 人　 （  1）
　計　 12,036 人　 （     3）
世帯数　4,151 世帯（   3）

人 の 動 き

※ 2015 年 6 月 30 日現在外国人も含む
　（　）は前月比
　転入　15 人
　出生　  9 人

転出　9 人
死亡  12 人

※ 2015 年 6 月中の異動

～
自
分
た
ち
で
企
画
・
運
営
し
て

み
ま
せ
ん
か
～

「
２
０
１
６
神
河
町
成
人
式
」
実

行
委
員
を
募
集
し
て
い
ま
す

　

神
河
町
で
は
、
例
年
、
成
人
式

を
新
成
人
の
方
自
ら
の
手
で
企

画
・
運
営
し
て
い
た
だ
き
、
そ
の

年
な
ら
で
は
の
思
い
出
に
残
る
も

の
に
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

今
年
も
、
新
成
人
と
な
ら
れ
る

皆
さ
ま
か
ら
、
実
行
委
員
を
募
集

し
ま
す
。
興
味
の
あ
る
方
は
、
友

だ
ち
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
是
非

ご
応
募
く
だ
さ
い
。
ユ
ニ
ー
ク
な

ア
イ
デ
ア
な
ど
も
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。

締　

切　

９
月
30
日
（
水
）

応
募
・
問
合
せ　

教
育
課

　
　
　
　
　

☎
３
４
ー
０
２
１
２

《
成
人
式
予
定
》

と　

き　

平
成
28
年
１
月
10
日　

　

午
前
９
時
半
受
付

　

午
前
10
時　

開
会

場　

所　

中
央
公
民
館
グ
リ
ン
デ

　

ル
ホ
ー
ル

対　

象　

平
成
７
年
４
月
２
日
～

　

平
成
８
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の

　

方 　

募　

集　
　

会
長
杯
野
球
大
会

　
　
　
　
　
　

参
加
チ
ー
ム
募
集

と　

き　

８
月
23
日（
日
）・
30
日

　
（
日
）・
９
月
６
日（
日
）

と
こ
ろ　

町
民
グ
ラ
ウ
ン
ド
ほ
か

参
加
資
格　

町
内
に
在
住
ま
た
は

　

勤
務
さ
れ
て
い
る
方
で
構
成
さ

　

れ
た
チ
ー
ム

締　

切　

８
月
10
日（
月
）

問
合
せ　

神
河
町
野
球
協
会
事
務

　

局
（
役
場
建
設
課　

藤
原
ま
た

　

は
地
籍
課　

羽
岡
）　

　
　
　
　
　

☎
３
４
―
０
０
０
１

　
（
平
日
の
午
前
９
時
か
ら
午
後

　

５
時
ま
で
）

赤
十
字
活
動
資
金
の
お
礼

　

皆
さ
ま
か
ら
赤
十
字
活
動
資
金

募
集
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
厚

く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
い
た
だ
き
ま
し
た
活
動
資
金
の
合

計
額
は
、
２
，
８
４
９
，
６
０
０

円
３
，
３
９
３
世
帯
と
な
り
、
日

本
赤
十
字
社
兵
庫
県
支
部
へ
、
６

月
26
日
に
送
金
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

日
本
赤
十
字
社
兵
庫
県
支
部
で

は
皆
さ
ま
か
ら
お
預
か
り
し
た
資

金
を
も
と
に
、
災
害
被
災
者
の
救

援
、
救
急
法
や
Ａ
Ｅ
Ｄ
講
習
な
ど

救
急
医
療
体
制
の
強
化
や
地
域
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成
な
ど
、
各
種

赤
十
字
活
動
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　

日
赤
神
河
町
分
区

　
　

神
河
町
赤
十
字
奉
仕
団

「
ご
み
の
分
別
・
減
量
化
の
出
前

講
座
」
を
実
施
し
て
い
ま
す

　

今
年
４
月
か
ら
の
紙
製
容
器
包

装
の
分
別
開
始
に
伴
い
、「
保
存

版　

ご
み
の
分
別
と
リ
サ
イ
ク
ル

の
手
引
き
」
を
作
成
し
、
配
布
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
み
の

分
別
・
減
量
化
に
つ
い
て
、
も
っ

と
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
く
た
め

に
、
ミ
ニ
デ
ー
等
で
こ
の
出
前
講

座
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

利
用
条
件　

老
人
ク
ラ
ブ
、
ミ
ニ

　

デ
ー
、
自
治
会
、
サ
ー
ク
ル
、

　

女
性
会
な
ど
５
人
以
上
の
集
ま

　

り
で
あ
る
こ
と

実
施
日
時　

平
日
の
午
前
10
時
か

　

ら
午
後
４
時　

１
回
当
た
り
１

　

時
間
か
ら
１
時
間
半

会　

場　

神
河
町
内
で
、
申
込
み

　

代
表
者
が
確
保
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
書
配
布
・
受
付　

ク
リ
ー
ン

セ
ン
タ
ー
ま
た
は
住
民
生
活
課　

　

予
備
日
の
用
意
も
お
願
い
し
ま

す
。
電
話
で
申
込
み
さ
れ
る
場
合

は
、
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー　

　
　
　
　
　
　
　
☎
３
２
ー
２
８
８
８

ス
ズ
メ
バ
チ
の
駆
除
費
を
補
助

対
象
要
件　

①
町
内
の
住
居
等
の
建
物
（
そ
の

　

土
地
等
を
含
む
）
に
営
巣
し
、

　

活
動
し
て
い
る
巣
で
あ
る
こ
と
。

②
駆
除
業
者
に
委
託
し
、
駆
除
す

　

る
こ
と
。

補
助
金
の
額　

駆
除
に
要
し
た
費

　

用
の
２
分
の
１
に
相
当
す
る
額
。

　

た
だ
し
、５
千
円
が
上
限
。（
事

　

前
に
申
請
が
必
要
で
す
）

問
合
せ　

地
域
振
興
課　

農
林
業

　

係　

☎
３
４
ー
０
９
６
０

農
林
水
産
品
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
！

「
ひ
ょ
う
ご
木
づ
か
い
王
国
ポ
イ

ン
ト
」
が
ス
タ
ー
ト

　

平
成
27
年
12
月
末
ま
で
に
県
内

施
工
業
者
と
契
約
し
、
兵
庫
県
産

木
材
を
使
用
し
て
新
築
・
増
改
築
、

リ
フ
ォ
ー
ム
等
さ
れ
る
方
に
、
神

戸
ビ
ー
フ
や
県
産
コ
シ
ヒ
カ
リ
、

松
葉
ガ
ニ
な
ど
県
内
選
り
す
ぐ
り

の
農
林
水
産
品
等
と
交
換
で
き

る
「
ひ
ょ
う
ご
木
づ
か
い
王
国
ポ

イ
ン
ト
（
１
ポ
イ
ン
ト
＝
１
円
相

当
）」
が
県
よ
り
付
与
さ
れ
ま
す
。

　

お
知
ら
せ

   

募集種目 航空学生 一般曹候補生 自衛官候補生
男子 女子

資格 高卒（見込含）21 歳未満の者 18 歳以上 27 歳未満の者 18 歳以上 27 歳未満の者
受付期間 ８月１日（土）～９月８日（火） ８月１日（土）～９月８日（火）年間を通じて ８月１日（土）～９月８日（火）

試験期日
１次：９月 23 日（水）
２次：10 月 17 日（土）～ 22 日（木）
３次：11 月 14 日（土）～ 12 月 17 日（木）

１次：９月 18 日（金）・19 日（土）
２次：10 月 ８日（木）～14 日（水）
※いずれか 1 日を指定されます

受付時に
お知らせします。

９月 25 日（金）～ 29 日（火） 
※いずれか１日を指定されます。

合格発表
１次：１０月９日（金）
２次：（海）11 月 11 日（水）
　　　（空）11 月　6 日（金）
最終：28 年  1 月 25 日（月）

１次：10 月   2 日（金）
最終：11 月 13 日（金）

試験日に
お知らせします。 11 月６日（金）

入隊 28 年３月下旬～４月上旬 28 年３月下旬～４月上旬 採用予定通知書で
お知らせします。 28 年３月下旬～４月上旬

自
衛
官
を
募
集
し
ま
す
！

（
日
）
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野
坂
昭
如
の
直
木
賞
受
賞
作
「
火

垂
の
墓
」
を
上
映
し
ま
す
。　

　

ア
ニ
メ
映
画
と
し
て
も
有
名
な

作
品
で
す
が
、
今
回
上
映
す
る
の

は
実
写
版
で
す
。

　

１
９
４
５
年
６
月
に
神
戸
全
域

を
襲
っ
た
空
襲
で
ふ
た
り
ぼ
っ
ち

と
な
っ
た
幼
い
兄
妹
が
精
一
杯
生

き
た
物
語
で
す
。

と   

き　

８
月
15
日
（
土
）　

　

１
回
目
上
映　

午
前
10
時
半
～

　

２
回
目
上
映　

午
後
２
時
～

　

＊
上
映
時
間　

１
時
間
40
分

と
こ
ろ　

中
央
公
民
館　

グ
リ
ン 

　

デ
ル
ホ
ー
ル

入
場
料   

無
料

　
問
合
せ　

遺
族
会
事
務
局　

住
民

生
活
課　

☎
３
４
ー
０
９
６
２

ひ
め
じ
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
事
業
出
張
相
談
会

　

若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

は
、
働
く
自
信
が
な
い
、
ニ
ー
ト
、

ひ
き
こ
も
り
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

悩
み
を
抱
え
て
い
る
15
歳
か
ら
概

ね
39
歳
ま
で
の
若
者
や
そ
の
保
護

者
を
対
象
に
、
相
談
業
務
や
講
座

な
ど
を
通
じ
て
メ
ン
タ
ル（
精
神
・

健
康
）
面
と
キ
ャ
リ
ア
（
職
業
）

面
の
両
方
か
ら
支
援
し
て
い
ま
す
。

こ
の
た
び
、
神
河
町
・
市
川
町
・

福
崎
町
を
対
象
に
、
出
張
相
談
会

を
開
催
し
ま
す
。

と　

き　

８
月
21
日（
金
）

　

午
後
１
時
半
～
、
午
後
２
時
半

　

～
、
午
後
３
時
半
～

　

時
申
込
書
配
布
・
受
付　

上
下
水
道

　

課
問
合
せ　

上
下
水
道
課　

　
　
　
　
　

☎
３
４
ー
０
９
６
６

遊
具
を
持
込
ん
で
プ
ー
ル
で
遊
ぼ

う
！

　

町
民
温
水
プ
ー
ル
で
は
、
８
月

の
「
日
曜
日
午
後
」
と
「
お
盆
期

間
」
に
、
い
つ
も
は
持
っ
て
入
れ

な
い
ビ
ー
チ
ボ
ー
ル
や
浮
き
輪
な

ど
の
遊
具
を
持
込
め
ま
す
。

　

夏
休
み
期
間
限
定
の
こ
の
企
画
、

町
民
温
水
プ
ー
ル
が
さ
ら
に
楽
し

く
な
り
ま
す
♪

実
施
期
間

・  

日
曜
日
午
後
（
１
時
～
５
時
）

    

８
月
２
日
・
９
日
・
16
日
・ 

23
日
・ 

   

30
日

・  

お
盆
期
間
（
終
日
）

　

８
月
11
日
～
15
日

問
合
せ   

町
民
温
水
プ
ー
ル

　
　
　
　
　

☎
３
５
ー
０
５
３
６

８
月
は
『
道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
』

で
す

　

ポ
イ
捨
て
、
無
断
貼
り
紙
、
は

み
出
し
看
板
の
設
置
な
ど
、
何
気

な
く
使
っ
て
い
る
道
路
を
汚
し
て

い
ま
せ
ん
か
？

　

道
路
は
み
ん
な
の
も
の
で
す
。

正
し
く
安
全
に
使
い
ま
し
ょ
う
。

遺
族
会
主
催　

映
画

「
火
垂
（
ほ
た
る
）
の
墓
」
上
映
会

　

遺
族
会
で
は
、
毎
年
８
月
に
平

和
祈
念
事
業
と
し
て
映
画
会
を
企

画
し
て
お
り
、
今
年
は
、
原
作
が

新
築
・
増
改
築
等
の
場
合
で
15
万

ポ
イ
ン
ト
（
１
、５
０
０
万
円
以
上

の
工
事
が
対
象
）、
リ
フ
ォ
ー
ム
の

場
合
で
３
万
ポ
イ
ン
ト（
３
０
０
万

円
以
上
の
工
事
が
対
象
）
と
な
り

ま
す
。

　

ま
た
、
本
ポ
イ
ン
ト
制
度
は
、

県
と
金
融
機
関
が
協
調
し
て
低
利

融
資
を
行
う
「
兵
庫
県
産
木
材
利

用
木
造
住
宅
特
別
融
資
制
度
」
と

併
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な

お
、
現
在
の
融
資
利
率
は
、
25
年

固
定
で
0.8
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

問
合
せ　
「
ひ
ょ
う
ご
木
づ
か
い 

　

王
国
ポ
イ
ン
ト
」
事
務
局　

　

 

☎
０
７
８
ー
３
６
６
ー
５
９
５
５

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

ひ
ょ
う
ご
木
づ

か
い
王
国　

検
索

下
水
道
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術

者
試
験
の
お
知
ら
せ

　

下
水
道
排
水
設
備
工
事
責
任
技

術
者
と
は
、
市
町
が
排
水
設
備
工

事
の
設
計
施
工
な
ど
に
関
し
技
能

を
有
す
る
者
と
し
て
認
め
、
登
録

し
た
者
を
い
い
ま
す
。
こ
の
試
験

に
合
格
し
た
者
は
、
こ
の
制
度
を

導
入
し
て
い
る
市
町
に
お
い
て
責

任
技
術
者
の
登
録
を
申
請
す
る
資

格
を
有
し
ま
す
。

試
験
日　

11
月
８
日
（
日
）　　

　

午
後
1
時
半
～
3
時
半

試
験
会
場　

流
通
科
学
大
学

　
（
神
戸
市
西
区
学
園
西
町
３
丁

　

目
１
番
）

申
込
書
配
布　

８
月
17
日（
月
）～

　

８
月
28
日（
金
）

受
付
期
間　

８
月
17
日（
月
）～

　

８
月
28
日（
金
）

　
（
土
曜
日
、日
曜
日
は
除
き
ま
す
）

受
付
時
間　

午
前
９
時
～
午
後
５

　

各
１
名
ず
つ
【
予
約
制
】

と
こ
ろ　

市
川
町
就
業
改
善
セ
ン

　

タ
ー 

２
階
第
１
会
議
室
（
市

　

川
町
役
場
南
側
）

相
談
員　

若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー

　

シ
ョ
ン
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ

　

ン
ト

申
込
締
切　

８
月
21
日（
金
）

主
催
・
共
催　

ひ
め
じ
若
者
サ
ポ

　

ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
・
神
河
町
・

　

市
川
町
・
福
崎
町

申
込
・
問
合
せ　

市
川
町
役
場　

　

総
務
課　

☎
２
６
ー
１
０
１
０

Ｓ
Ｅ
Ｌ
Ｅ
Ｃ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
は
り
ま　

２
０
１
５

　

西
播
磨
地
域
の
企
業
と
新
規
大

学
等
卒
業
予
定
者
が
一
堂
に
会
し

た
就
職
面
接
相
談
会
が
開
催
さ
れ

ま
す
。

と　

き　

８
月
28
日
（
金
）

   

午
後
１
時
半
～
４
時

         

（
受
付
：
午
後
０
時
半
～
）

と
こ
ろ　

姫
路
キ
ヤ
ッ
ス
ル
グ
ラ 

　

ン
ヴ
ィ
リ
オ
ホ
テ
ル
３
階
「
鳳

　

凰
の
間
」 

対
象
者　

　

①
平
成
28
年
３
月
に
大
学
、
短

　

大
、
高
専
、
専
修
学
校
を
卒
業

　

す
る
者

　

②
平
成
２
５
年
３
月
以
降
、
①

　

の
学
校
を
卒
業
後
、
安
定
し
た

　

職
業
に
就
い
た
経
験
が
な
い
者

問
合
せ　

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
姫
路
学
卒
部
門

 

☎
０
７
９
ー
２
２
２
ー
４
６
９
０

８月は電気使用安全月間です

経済産業省　主唱

コードの
踏みつけは
やめましょう

　

相　

談
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神河町役場　所在地：〒 679 － 3116 兵庫県神崎郡神河町寺前 64

TEL：0790 － 34－0001　FAX：0790－34－0691（代表）　代表メールアドレス　info@town.kamikawa.hyogo.jp

8月
くらしのカレンダー

SUN（日） MON（月） TUE（火） WED（水） THU（木） FRI（金） SAT（土）

2

1

3 4 5 6 7

9 10 11 12 13 14 15

16 17

24

18

25

19

26

20 2221

23

◦心配ごと相談
　13:00～大山

◦乳児健診、BCG
     予防接種
　13:00～

8

神支

◦パソコン教室  
　（中級）　
　19:00～

神支

◦楽しいお菓子
　づくり教室
　9:00～

中公

神支

神支

保セ

◦成人ゼミナール
　13:30～

◦献血
　10:00 ～
　13:30 ～

◦健康福祉
　なんでも相談
   9:00 ～ 11:30

神支

◦第10回かみ
　かわ夏まつり
　　　18:30～
　　　　神崎小

◦人権教室
　根宇野
　19:30～

◦古文書教室
　（初級）
　 9:30 ～

27 29
◦婦人セット
　健診
　13:00～

◦食育の日 
 

28

30 31

◦神河シニア
　あやめ・あじ
　さい合同教養
　講座
　10:30～

◦パソコン教室  
　（入門編）　
　10:00～

◦プレママcafe           
　9:30～

本

◦神河シニア合
　同ボランティ
　ア活動
　8:00～

◦母子・父子
　家庭相談
　10:30～15:00
　福崎町
　サルビア会館

中公

◦糖尿病教室
   10:30～11:30

神支

中公

中公

神公

◦てくてくウォ
　ークラリー
　教室
　9:30～

総病

◦パソコン教室 
　（入門編）　 
　 10:00 ～

中公

中公

神公

　　　役場本庁舎
　　　神崎支庁舎
　　　中央公民館
　　　神崎公民館
　　　大河内保健福祉センター
　　　グリンデルホール

　　　きらきら館
　　　はにおか運動公園
　　　温水プール
　　　カーミンの観光案内所
　　　町民グラウンド
　　　神崎総合病院

神支

神公

総病

中公
カ

保セ 町グ

プ
は
き

グ

本

総病

◦町県民税２期

◦法律相談
　13:30～

◦婦人セット
　健診
　13:00～

中公

◦介護保険料
　２期納期限

◦もぐもぐ教室 
　13:30～

◦子ども
　茶道教室 
　10:00～

◦すくすく相談 
　13:30～

◦遺族会主催
　映画上映会 
　1回目10:30～
　2回目14:00～

◦人権をたしか
　める日

神支

◦子ども
　茶道教室 
　10:00～

◦神河シニア合
　同ボランティ
　ア活動
　予備日

神公

◦人権教室 　
　東柏尾19:30～

総病

神支


